
地域未来推進型の概要
 地⽅の⼤きな伸び代と地域特性を最⼤限に活かし、地⽅の暮らしの安定を実現するとともに「強い経済」を構築するため、
地場産業の付加価値向上など、地⽅公共団体の地域独⾃の取組を幅広く⽀援する。

 従来の地⽅創⽣に資する取組のみならず、各⾃治体による産業クラスター計画や地場産業の成⻑戦略が、真に地⽅の活⼒を最
⼤化することに繋がるような取組を推進する。

◆制度概要 交付上限額・補助率事業計画期間
１⾃治体当たり国費

都道府県︓15億円/年度
中枢中核︓15億円/年度
市区町村︓10億円/年度

補助率︓1/2

原則３か年度以内
（最⻑５か年度）ソフト事業

１⾃治体当たり国費
都道府県︓15億円/年度
中枢中核︓15億円/年度
市区町村︓10億円/年度

補助率︓1/2

原則３か年度以内
（最⻑５か年度）拠点整備事業

１⾃治体当たり事業計画期間中の
総国費

都道府県︓50億円
（単年度⽬安10億円）

中枢中核︓20億円
（単年度⽬安4億円）

市区町村︓10億円
（単年度⽬安2億円）

補助率︓1/2等
（各省庁の交付要綱に従う）

原則５か年度以内
（最⻑７か年度）

インフラ
整備事業

（注1）単年度の交付上限額は⽬安とする。
（注2）拠点整備事業の１事業当たりの事業計画期間における交付上限額（国費）につい
て、都道府県・中枢中核都市は15億円、市区町村は10億円を⽬安とする。
（注3）インフラ整備事業は、ソフト事業⼜は拠点整備事業との組み合わせを要件とする。
（注4）広域リージョンとして複数⾃治体で実施する事業については、通常の申請件数・交付上
限額の算定とは切り分けて取り扱い、１リージョンあたり申請可能な事業数は最⼤５事業、交
付上限額（国費）は最⼤10億円/年度。複数の広域リージョンに参画することは可能だが、
当該⾃治体が広域リージョンとして申請できる事業数は、それぞれ最⼤３事業までとする。

◆評価基準（S〜Dの５段階評価）
⽬指す将来像及び課題の設定 KPI設定の適切性

⾃⽴性 地域の多様な主体の参画

 地⽅の暮らしの安定を実現し、各⾃治体による産業クラス
ター計画や地場産業の成⻑戦略が、真に地⽅の活⼒を
最⼤化することに繋がるような、地⽅公共団体の地域独
⾃の取組等を⽀援。
※地⽅版総合戦略に基づき、⽬指す将来像及び課題の設定等、KPI
設定の適切性に加え、⾃⽴性、地域の多様な主体の参画等の要素を有
する事業を⽀援。

 ソフト＋ハードや分野間連携の事業を⼀体的に⽀援
※申請の効率化を図る観点から、ハード・ソフトが⼀体となった事業も含め、
⼀本の申請で受付。

 事業の検討・実施・検証の各段階において、地域の多様
な主体が参画
※多様な主体の参画による事業の進捗状況・効果測定を実施し、
効果検証及び評価結果・改善⽅策の公表を⾏うこととする。


